
２．へき地医療拠点病院

（１）目的

この事業は、へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠

隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点

病院」として編成し、へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い、へき

地における住民の医療を確保することを目的とする。

（２）事業の実施主体

この事業の実施主体は、へき地医療支援機構を設置している都道府県及び当該都道

府県知事の指定を受けた者とする。

（３）へき地医療拠点病院の指定

都道府県知事は、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起

点としておおむね半径４㎞の区域内に５０人以上が居住している地区であって、かつ

容易に医療機関を利用することができない地区（以下「無医地区」という。）及び無

医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労

働大臣に協議し適当と認めた地区（以下「無医地区に準じる地区」という。）を対象

として、機構の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診

療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣等の（４）に掲げる事業（（４）

ア、イ又はカのいずれかの事業は必須）を実施した実績を有する又はこれらの事業を

当該年度に実施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定するものと

する。

（４）事業の内容

へき地医療拠点病院は、へき地医療支援機構の指導・調整の下に次に掲げる事業を

行うものとする。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。

イ へき地診療所等への代診医等の派遣（継続的な医師派遣も含む）及び技術指導、

援助に関すること。

ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。

エ 派遣医師等の確保に関すること。

オ へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。

カ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。

キ その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対す

る協力に関すること。

（５）整備基準

ア 施設

へき地医療拠点病院の診療機能を高めるとともに、へき地地域からの入院患者の

受け入れに応じるための病棟、検査、放射線、手術部門及び医師住宅を設けるもの

とする。

イ 設備

へき地医療拠点病院として必要な医療機器及び歯科医療機器を整えるものとする。


